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すべての試験で電子申請（インターネット申込み）ができますので、すべての試験で電子申請（インターネット申込み）ができますので、

ご利用ください。ご利用ください。

3月18日（水）～3月26日（木） 6月11日（木）頃

10月14日（水）頃

3月2日（火）頃
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安齋

福島県福島市中田
４－２０
しょうぼうマンション２０３
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０２４－○○○－○○○○
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電気工事士
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０７５ ０１ １０ １５ 01234 福島

受験地を記入してください（Ｐ１参照）

町

消防設備士試験受験願書（全国共通）
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＜＜電電子子申申請請ののここここががおおすすすすめめ！！＞＞  

自宅や会社から、24時間 簡単に申請できるほか・・ 

・ 受験資格を証明する書類が必要な場合（実務経験、卒業証明書など） 

・ 同一試験日に複数の受験を申請する場合 という時も、申請をすることができます。 

・  

・ 科目免除を希望し、資格証明の書類が必要な場合（電気工事士免状取得者など） 

￥●●●●

￥●●●●

￥●●●●

日　附　印0. 0. 0

○ ○

○○○○○

○日　附　印0. 0. 0
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○○○○○

○

日　附　印0. 0. 0

○ ○

○○○○○

○

振替払込受付証明書貼付例

【受験願書Ｂ面（表）】

各種証明書等をこの部分に
のり付けてください。

【受験願書Ｂ面（裏）】

各種証明書等貼付位置及び実務経験証明書記入例

払込取扱票の赤枠部分「振替払込受
付証明書（お客さま用）」を受験願書
Ｂ面（表）に貼り付けてください。
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※両方必要 

 

 

 

 

 

   

【【郵便取扱振込票でお支払いの場合】 

振込取扱票の赤枠部分「振替払込受付

証明書（お客さま用）」を貼り付けてく

ださい。 

必ず郵便局の日附印を確認してください。 

※ 日附印がないものは無効 
 

【２次元コード経由でお支払いの場合】 

電子決済後、決済完了メール文中にあ

る「決済完了番号」を記入してくださ
い。 

各種証明書等をこの部分にのり付け

してください。 

甲種受験者のうち、実務経験証明書

が必要な方のみ記入してください。 

事業所（会社等）の印 

証明者の役職印又は印 

消防設備士免状を取得している方はコ

ピーを貼ってください（裏面に記載事項

のある場合は、裏面のコピーも貼付。 

― 8 ―



 

＜＜電電子子申申請請ののここここががおおすすすすめめ！！＞＞  

自宅や会社から、24時間 簡単に申請できるほか・・ 

・ 受験資格を証明する書類が必要な場合（実務経験、卒業証明書など） 

・ 同一試験日に複数の受験を申請する場合 という時も、申請をすることができます。 

・  

・ 科目免除を希望し、資格証明の書類が必要な場合（電気工事士免状取得者など） 

受
験
票
の
送
付
（印
刷
）

 

 

 

 

8 

※両方必要 

 

 

 

 

 

   

【【郵便取扱振込票でお支払いの場合】 

振込取扱票の赤枠部分「振替払込受付

証明書（お客さま用）」を貼り付けてく

ださい。 

必ず郵便局の日附印を確認してください。 

※ 日附印がないものは無効 
 

【２次元コード経由でお支払いの場合】 

電子決済後、決済完了メール文中にあ

る「決済完了番号」を記入してくださ
い。 

各種証明書等をこの部分にのり付け

してください。 

甲種受験者のうち、実務経験証明書

が必要な方のみ記入してください。 

事業所（会社等）の印 

証明者の役職印又は印 

消防設備士免状を取得している方はコ

ピーを貼ってください（裏面に記載事項

のある場合は、裏面のコピーも貼付。 

― 9 ―



（無帽（宗教上又は医療上
の理由がある場合を除く。）、
無背景、正面上三分身像）

アンザイ　タロウ

安齋　太郎

安齋　太郎
アンザイ　タロウ

（無帽（宗教上又は医療上
の理由がある場合を除く。）、
無背景、正面上三分身像）

アンザイ　タロウ

安齋　太郎

安齋　太郎
アンザイ　タロウ

乙種第４類

乙種第４類

 

  

 

  

山折りして、裏面をのり付けしてください。 

。。  
。。  

【【
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全体の
正答数/出題数（正答率）

消防関係法令
基礎的知識
構造・機能及び工事・整備

実技

試験
結果

合格

※全体の正答率は各科目の正答率の合計を科目数で割ったものではありません。

設問に対しての成績が60％以上（鑑別等5問、製図2問）

１０問/１５問（66％）
 ４問/１０問（40％）
１３問/２０問（65％）

２７問/４５問（60％）筆記

各科目の
正答数/出題数（正答率）

各科目
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全体の
正答数/出題数（正答率）

消防関係法令
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 ４問/１０問（40％）
１３問/２０問（65％）

２７問/４５問（60％）筆記

各科目の
正答数/出題数（正答率）

各科目

間違いが多いので御注意！
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甲甲種種消消防防設設備備士士試試験験のの受受験験資資格格  

特類  

対 象 者 内    容 
願願書書資資格格欄欄  

のの記記入入略略称称 
証 明 書 類 

「甲種消防設備士免状」の交付

を受けている者 

甲種第1類～第3類までのうちいずれか一つ以上を

有し、かつ、甲種第4・5類の取得者 
甲甲    特特  免  状 

 

 対 象 者 内    容 
願願書書資資格格欄欄  

のの記記入入略略称称 
証 明 書 類 

1 「甲種消防設備士免状」

の交付を受けている者 
科目免除あり（受験する類と既得免状の類により異なり

ます。） 
甲甲    種種  免  状 

2 学校教育法による大学、

高等専門学校（5年制）、

高等学校又は中等教育

学校において機械、電

気、工業化学土木又は建

築に関する学科又は課

程を修めて「卒業した

者」（当該学科又は課程

を修めて同法による専

門職大学の前期課程を

修了した者を含む。） 

⑴ 別表1「指定学科一覧表」（P.18～P.19）に示す学

科を卒業した者 

大大卒卒、、短短大大卒卒  

高高専専卒卒、、専専門門職職了了  

高高校校卒卒、、中中等等教教育育卒卒  

卒業証書・学位記

又は卒業証明書 
（どちらも学科名が

明記されたもの） 

⑵ 大学、短大、高等専門学校において左記に掲げ

た学科に関する科目を15単位以上修得して卒業

した者（当該科目を修めて同法による専門職大学

の前期課程を修了した者を含む。）（当センターホ

ームページ「授業科目一覧表」で確認してください。） 

大大学学等等卒卒1155単単位位  単位修得証明書 

⑶ 高等学校又は中等教育学校で、左記に掲げた学

科に関する科目を8単位以上修得して卒業した者
（当センターホームページ「授業科目一覧表」で確認して

ください。） 

高高校校等等卒卒88単単位位  

卒業証書又は 

卒業証明書及び 

単位修得証明書 
（学科等の名称が明

記されているもの） 

3 「乙種消防設備士免状」の

交付を受けた後2年以

上、工事整備対象設備等

の整備の経験を有する者 

消防設備士でなければ行えない工事整備対象設備等

の整備の経験を有する者（法第17条の5の規定に基づく

政令に定めるものに限る。） 

整整備備経経験験22年年  
免状及び 

実務経験証明書 
（願書2枚目裏） 

4 学校教育法による大学、

高等専門学校、大学院又

は専修学校に「在学中又

は中途退学した者等」

で、機械、電気、工業化

学、土木又は建築に関す

る科目を15単位以上修

得した者 

 
※授業科目については、当

センターホームページで

確認してください。 

⑴ 大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、

高等専門学校（５年制）、大学院又は専門職大学院

において、左記に掲げた学科に関する授業科目）を

15単位以上修得した者 

大大学学等等1155単単位位  単位修得証明書 

専専修修学学校校  単位修得証明書 

5 学校教育法による「各種

学校その他消防庁長官

が定める学校」において

機械、電気、工業化学、

土木又は建築に関する

科目を、講義については

15時間、演習について

は30時間、実験、実習及

び実技については45時

間の授業をもってそれ

ぞれ1単位として15単

位以上修得した者 

 
※授業科目については、当

センターホームページで

確認してください。 

⑴ 学校教育法第134条第1項に定める各種学校 各各種種学学校校  単位修得証明書 

⑵ 学校教育法による大学及び高等専門学校の専攻

科 

大大学学、、短短大大  

高高専専のの専専攻攻科科  
単位修得証明書 

⑶ 防衛省設置法による防衛大学校及び防衛医科大

学校 

防防衛衛大大学学校校  

防防衛衛医医科科大大学学校校  
単位修得証明書 

⑷ 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大

学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発短期

大学校 

職職業業能能力力開開発発総総

合合大大学学校校等等  
単位修得証明書 

⑸ 職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一

部を改正する法律（平成9年）による改正前の職業

能力開発促進法による職業能力開発大学校及び職

業能力開発短期大学校 

職職業業能能力力開開発発大大

学学校校等等  
単位修得証明書 

⑹ 職業能力開発促進法の一部を改正する法律（平

成4年）による改正前の職業能力開発促進法による

職業訓練大学校及び職業訓練短期大学校 

職職業業訓訓練練大大学学校校等等  単位修得証明書 

 

特類以外  

 

⑵ 学校教育法第124条に定める専修学校（「専門学

校」）において左記に掲げた学科に関する授業科目
（当センターホームページ「授業科目一覧表」で確認して

ください。）を15単位以上修得した者 

ただし、単位制度のない専修学校にあっては、

講義については15時間、演習については30時間、

実験、実習及び実技については45時間の授業をそ

れぞれ1単位として15単位以上修得した者 

 

 

 

あなたのお
名前を記載

ここにあなた
の受験番号
を記載して

切手

切手
安

　齋

　太

　郎

あなたの自宅（勤務先も可）

の郵便番号・住所を記載して

ください。�
してください。

ください。

簡易書留郵送料分の切手

を貼付�してください。
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特類  

対 象 者 内    容 
願願書書資資格格欄欄  

のの記記入入略略称称 
証 明 書 類 

「甲種消防設備士免状」の交付

を受けている者 

甲種第1類～第3類までのうちいずれか一つ以上を

有し、かつ、甲種第4・5類の取得者 
甲甲    特特  免  状 

 

 対 象 者 内    容 
願願書書資資格格欄欄  

のの記記入入略略称称 
証 明 書 類 

1 「甲種消防設備士免状」

の交付を受けている者 
科目免除あり（受験する類と既得免状の類により異なり

ます。） 
甲甲    種種  免  状 

2 学校教育法による大学、

高等専門学校（5年制）、

高等学校又は中等教育

学校において機械、電

気、工業化学土木又は建

築に関する学科又は課

程を修めて「卒業した

者」（当該学科又は課程

を修めて同法による専

門職大学の前期課程を

修了した者を含む。） 

⑴ 別表1「指定学科一覧表」（P.18～P.19）に示す学

科を卒業した者 

大大卒卒、、短短大大卒卒  

高高専専卒卒、、専専門門職職了了  

高高校校卒卒、、中中等等教教育育卒卒  

卒業証書・学位記

又は卒業証明書 
（どちらも学科名が

明記されたもの） 

⑵ 大学、短大、高等専門学校において左記に掲げ

た学科に関する科目を15単位以上修得して卒業

した者（当該科目を修めて同法による専門職大学

の前期課程を修了した者を含む。）（当センターホ

ームページ「授業科目一覧表」で確認してください。） 

大大学学等等卒卒1155単単位位  単位修得証明書 

⑶ 高等学校又は中等教育学校で、左記に掲げた学

科に関する科目を8単位以上修得して卒業した者
（当センターホームページ「授業科目一覧表」で確認して

ください。） 

高高校校等等卒卒88単単位位  

卒業証書又は 

卒業証明書及び 

単位修得証明書 
（学科等の名称が明

記されているもの） 

3 「乙種消防設備士免状」の

交付を受けた後2年以

上、工事整備対象設備等

の整備の経験を有する者 

消防設備士でなければ行えない工事整備対象設備等

の整備の経験を有する者（法第17条の5の規定に基づく

政令に定めるものに限る。） 

整整備備経経験験22年年  
免状及び 

実務経験証明書 
（願書2枚目裏） 

4 学校教育法による大学、

高等専門学校、大学院又

は専修学校に「在学中又

は中途退学した者等」

で、機械、電気、工業化

学、土木又は建築に関す

る科目を15単位以上修

得した者 

 
※授業科目については、当

センターホームページで

確認してください。 

⑴ 大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、

高等専門学校（５年制）、大学院又は専門職大学院

において、左記に掲げた学科に関する授業科目）を

15単位以上修得した者 

大大学学等等1155単単位位  単位修得証明書 

専専修修学学校校  単位修得証明書 

5 学校教育法による「各種

学校その他消防庁長官

が定める学校」において

機械、電気、工業化学、

土木又は建築に関する

科目を、講義については

15時間、演習について

は30時間、実験、実習及

び実技については45時

間の授業をもってそれ

ぞれ1単位として15単

位以上修得した者 

 
※授業科目については、当

センターホームページで

確認してください。 

⑴ 学校教育法第134条第1項に定める各種学校 各各種種学学校校  単位修得証明書 

⑵ 学校教育法による大学及び高等専門学校の専攻

科 

大大学学、、短短大大  

高高専専のの専専攻攻科科  
単位修得証明書 

⑶ 防衛省設置法による防衛大学校及び防衛医科大

学校 

防防衛衛大大学学校校  

防防衛衛医医科科大大学学校校  
単位修得証明書 

⑷ 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大

学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発短期

大学校 

職職業業能能力力開開発発総総

合合大大学学校校等等  
単位修得証明書 

⑸ 職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一

部を改正する法律（平成9年）による改正前の職業

能力開発促進法による職業能力開発大学校及び職

業能力開発短期大学校 

職職業業能能力力開開発発大大

学学校校等等  
単位修得証明書 

⑹ 職業能力開発促進法の一部を改正する法律（平

成4年）による改正前の職業能力開発促進法による

職業訓練大学校及び職業訓練短期大学校 

職職業業訓訓練練大大学学校校等等  単位修得証明書 

 

特類以外  

 

⑵ 学校教育法第124条に定める専修学校（「専門学

校」）において左記に掲げた学科に関する授業科目
（当センターホームページ「授業科目一覧表」で確認して

ください。）を15単位以上修得した者 

ただし、単位制度のない専修学校にあっては、

講義については15時間、演習については30時間、

実験、実習及び実技については45時間の授業をそ

れぞれ1単位として15単位以上修得した者 
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《注》証明書の書式は例の内容が記載されていれば 

自由です。 

《注》学長等が「○○に関する科目」と認めた授業 

科目は、原則として、そのまま単位として認め 

ます。 

《注》「○○」とは、機械、電気、工業化学、土木 

または建築が該当します。 

書式例 単位修得証明書 

 対 象 者 内    容 
願願書書資資格格欄欄  

のの記記入入略略称称 
証 明 書 類 

  ⑸ 教育職員免許法により、高等学校の「工業」の教

科について普通免許状を有する者（旧教員免許令を

含む。） 

教教員員免免許許状状  免 許 状 

⑹ 電波法第41条の規定により無線従事者の資格

の免許を受けている者（アマチュア無線技士を除く。） 
無無線線従従事事者者  免 許 証 

⑺ 建築士法第2条に規定する1級建築士又は2級

建築士 
建建築築士士  

免許証又は一級

若しくは二級建

築士免許証明書 

⑻ 職業能力開発促進法第44条（旧職業訓練法第66

条）の規定による配管の職種に係わる1級又は2級

の試験に合格した者 

配配管管技技能能士士  技能検定合格証書 

⑼ ガス事業法第26条の規定によるガス主任技術

者免状の交付を受けている者（第4類の消防設備士の

受験に限る。） 

ガガスス主主任任技技術術者者  免  状 

⑽ 水道法第25条の5の規定による給水装置工事

主任技術者免状の交付を受けている者（旧法の資格

者を含む。） 

給給水水技技術術者者  
免状又は 

技術者証（携帯用） 

⑾ 消防職員として消防行政に係る事務のうち、消

防用設備等に関する事務について3年以上の実務

経験を有する者 

消消防防行行政政33年年  
実務経験証明書
（願書2枚目裏） 

⑿ 消防法施行規則の一部を改正する省令の施行前

（昭和41年）において、消防用設備等の工事につい

て3年以上の実務経験を有する者 

省省令令前前33年年  
実務経験証明書
（願書2枚目裏） 

⒀ 昭和41年前の東京都火災予防条例による旧制

度の消防設備士 
条条例例設設備備士士  免  状 

① 4の大学（大学院の課程を含む。）、高等専門学校等における修得単位は、卒業、在学中、中途退学又は専攻科、通信  

教育等にかかわりなく通算して算定することができます。放送大学も通算して算定できます（大学等で発行する「単位

修得証明書」による。）。 

② 「願書資格欄記入略称」は、受験願書の「甲種受験資格」欄に記入するものです。 

③ 3、9及び10－⑾、⑿の「実務経験証明書」は、事業主等の証明書です。受験願書Ｂ面（裏）の様式を使用してく

ださい。 

④ 旧制大学、旧制専門学校、高等師範学校、実業学校教員養成所の卒業者及び旧制専門学校卒業程度検定試験合格者

も同様の資格があります。詳細はお問い合わせください。 

備考 

⑤ 受験願書の氏名と各証明書の氏名が相違している場合は、戸籍抄本や裏書された運転免許証（写し）などを添付し

てください。 

 

 
 対 象 者 内    容 

願願書書資資格格欄欄  

のの記記入入略略称称  
証 明 書 類 

  ⑺ 職業訓練法の一部を改正する法律（昭和60年）に

よる改正前の職業訓練法による職業訓練大学校及

び職業訓練短期大学校 

前前職職業業訓訓練練大大学学

校校等等  
単位修得証明書 

⑻ 職業能力開発促進法附則第2条による廃止前の

職業訓練法（昭和33年）による職業訓練大学校 

旧旧職職業業訓訓練練大大学学

校校等等  
単位修得証明書 

⑼ 雇用対策法（昭和41年）附則第7条による改正前

の職業訓練法による中央職業訓練所 
中中央央職職業業訓訓練練所所  単位修得証明書 

⑽ 独立行政法人水産大学校（平成13年4月1日前の農

林水産省組織令による水産大学校（旧農林水産省組織令

による水産大学校及び昭和59年7月1日前の農林水産省

設置法による水産大学校を含む。）） 

水水産産大大学学校校  単位修得証明書 

⑾ 国土交通省組織令による海上保安大学校（旧運輸

省組織令による海上保安大学校及び昭和59年前の海上

保安庁法による海上保安大学校を含む。） 
海海上上保保安安大大学学校校  単位修得証明書 

⑿ 国土交通省組織令による気象大学校（旧運輸省組

織令による気象大学校及び昭和59年前の運輸省設置法

による気象大学校を含む。） 
気気象象大大学学校校  単位修得証明書 

6 技術士法第4条第1項に

よる「技術士」第2次試

験に合格した者 

科目免除は、類により免除を受けられる技術士の部門が指

定されています。 
技技術術士士((○○○○))部部門門  

合格証書又は 

技術士登録証 

7 電気工事士法第2条第4

項に規定する「電気工事

士」（特種電気工事資格者

を除く。） 

⑴ 電気工事士免状の交付を受けている者（第1種・

第2種は問わない。） 
電電気気工工事事士士  免   状 

⑵ 電気工事士法施行規則による旧電気工事技術者

検定合格証書（高圧電気工事技術者試験合格証書）の

所持者 

検検定定合合格格者者  検定合格証明書 

8 電気事業法第44条第1

項に規定する第1種～

第3種の「電気主任技術

者免状」の交付を受けて

いる者 

⑴ 電気主任技術者免状の交付を受けている者 電電気気主主任任技技術術者者  免   状 

⑵ 電気事業法附則第7項の規定により電気主任技

術者免状の交付を受けているとみなされる者（認

定された学校を卒業した者に対して卒業と同時に資格

を付与された制度） 

電電気気主主任任技技術術者者  
認定校の卒業証

明書等 

9 「工事整備対象設備等の

工事の補助者」として、

5年以上の実務経験を

有する者 

受験しようとする消防設備士試験の指定区分に係る

消防用設備等の工事の補助の経験が必要です。 
工工事事補補助助55年年  

実務経験証明書
（願書2枚目裏） 

10 その他、前2から9まで

に掲げる者に準ずるも

のとして消防庁長官が

定めた者 

 

 

大大学学等等卒卒  

卒業証書又は 

卒業証明書及び 

単位修得証明書
（学科等の名称が明

記されているもの） 

⑵ 学校教育法第104条に基づき、大学又は学位授

与機構により授与された、理学、工学、農学又は薬

学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記さ

れた「修士又は博士」の学位を有する者（外国にお

いて授与されたこれらに相当する学位を含む） 

博博（（修修））士士  

学位授与証明書、 

学位記、修了証書

又は修了証明書
（学位を取得してい

ることがわかるも

ので、専専攻攻分分野野のの名名

称称がが付付記記されたも

の） 

⑶ 専門学校卒業程度検定試験規程による専門学校

卒業程度検定試験の機械、電気、工業化学、土木又

は建築の部門に関する合格者 

専専検検合合格格者者  
検定試験合格証

明書 

⑷ 建設業法第27条の規定による管工事施工管理

の種目に係わる1級又は2級の技術検定に合格し

た者 

管管工工事事技技士士  
技術検定合格証

明書 

⑴ 次に掲げる学校において、機械、電気、工業化

学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて

卒業した者（学科名は、別表1「指定学科一覧表」 
（P.18～P.19）による。） 

ア 外国に所在する学校で、日本における大学、

短期大学、高等専門学校（5年制）又は高等学校

に相当するもの 

イ 旧師範教育令による高等師範学校 

ウ 旧実業学校教員養成所規程による教員養成所

これに該当しない場合は、「授業科目一覧表」

（当センターホームページ）に示す授業科目を15単位以

上修得した者 
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《注》証明書の書式は例の内容が記載されていれば 

自由です。 

《注》学長等が「○○に関する科目」と認めた授業 

科目は、原則として、そのまま単位として認め 

ます。 

《注》「○○」とは、機械、電気、工業化学、土木 

または建築が該当します。 

書式例 単位修得証明書 

 対 象 者 内    容 
願願書書資資格格欄欄  

のの記記入入略略称称 
証 明 書 類 

  ⑸ 教育職員免許法により、高等学校の「工業」の教

科について普通免許状を有する者（旧教員免許令を

含む。） 

教教員員免免許許状状  免 許 状 

⑹ 電波法第41条の規定により無線従事者の資格

の免許を受けている者（アマチュア無線技士を除く。） 
無無線線従従事事者者  免 許 証 

⑺ 建築士法第2条に規定する1級建築士又は2級

建築士 
建建築築士士  

免許証又は一級

若しくは二級建

築士免許証明書 

⑻ 職業能力開発促進法第44条（旧職業訓練法第66

条）の規定による配管の職種に係わる1級又は2級

の試験に合格した者 

配配管管技技能能士士  技能検定合格証書 

⑼ ガス事業法第26条の規定によるガス主任技術

者免状の交付を受けている者（第4類の消防設備士の

受験に限る。） 

ガガスス主主任任技技術術者者  免  状 

⑽ 水道法第25条の5の規定による給水装置工事

主任技術者免状の交付を受けている者（旧法の資格

者を含む。） 

給給水水技技術術者者  
免状又は 

技術者証（携帯用） 

⑾ 消防職員として消防行政に係る事務のうち、消

防用設備等に関する事務について3年以上の実務

経験を有する者 

消消防防行行政政33年年  
実務経験証明書
（願書2枚目裏） 

⑿ 消防法施行規則の一部を改正する省令の施行前

（昭和41年）において、消防用設備等の工事につい

て3年以上の実務経験を有する者 

省省令令前前33年年  
実務経験証明書
（願書2枚目裏） 

⒀ 昭和41年前の東京都火災予防条例による旧制

度の消防設備士 
条条例例設設備備士士  免  状 

① 4の大学（大学院の課程を含む。）、高等専門学校等における修得単位は、卒業、在学中、中途退学又は専攻科、通信  

教育等にかかわりなく通算して算定することができます。放送大学も通算して算定できます（大学等で発行する「単位

修得証明書」による。）。 

② 「願書資格欄記入略称」は、受験願書の「甲種受験資格」欄に記入するものです。 

③ 3、9及び10－⑾、⑿の「実務経験証明書」は、事業主等の証明書です。受験願書Ｂ面（裏）の様式を使用してく

ださい。 

④ 旧制大学、旧制専門学校、高等師範学校、実業学校教員養成所の卒業者及び旧制専門学校卒業程度検定試験合格者

も同様の資格があります。詳細はお問い合わせください。 

備考 

⑤ 受験願書の氏名と各証明書の氏名が相違している場合は、戸籍抄本や裏書された運転免許証（写し）などを添付し

てください。 

 

 
 対 象 者 内    容 

願願書書資資格格欄欄  

のの記記入入略略称称  
証 明 書 類 

  ⑺ 職業訓練法の一部を改正する法律（昭和60年）に

よる改正前の職業訓練法による職業訓練大学校及

び職業訓練短期大学校 

前前職職業業訓訓練練大大学学

校校等等  
単位修得証明書 

⑻ 職業能力開発促進法附則第2条による廃止前の

職業訓練法（昭和33年）による職業訓練大学校 

旧旧職職業業訓訓練練大大学学

校校等等  
単位修得証明書 

⑼ 雇用対策法（昭和41年）附則第7条による改正前

の職業訓練法による中央職業訓練所 
中中央央職職業業訓訓練練所所  単位修得証明書 

⑽ 独立行政法人水産大学校（平成13年4月1日前の農

林水産省組織令による水産大学校（旧農林水産省組織令

による水産大学校及び昭和59年7月1日前の農林水産省

設置法による水産大学校を含む。）） 

水水産産大大学学校校  単位修得証明書 

⑾ 国土交通省組織令による海上保安大学校（旧運輸

省組織令による海上保安大学校及び昭和59年前の海上

保安庁法による海上保安大学校を含む。） 
海海上上保保安安大大学学校校  単位修得証明書 

⑿ 国土交通省組織令による気象大学校（旧運輸省組

織令による気象大学校及び昭和59年前の運輸省設置法

による気象大学校を含む。） 
気気象象大大学学校校  単位修得証明書 

6 技術士法第4条第1項に

よる「技術士」第2次試

験に合格した者 

科目免除は、類により免除を受けられる技術士の部門が指

定されています。 
技技術術士士((○○○○))部部門門  

合格証書又は 

技術士登録証 

7 電気工事士法第2条第4

項に規定する「電気工事

士」（特種電気工事資格者

を除く。） 

⑴ 電気工事士免状の交付を受けている者（第1種・

第2種は問わない。） 
電電気気工工事事士士  免   状 

⑵ 電気工事士法施行規則による旧電気工事技術者

検定合格証書（高圧電気工事技術者試験合格証書）の

所持者 

検検定定合合格格者者  検定合格証明書 

8 電気事業法第44条第1

項に規定する第1種～

第3種の「電気主任技術

者免状」の交付を受けて

いる者 

⑴ 電気主任技術者免状の交付を受けている者 電電気気主主任任技技術術者者  免   状 

⑵ 電気事業法附則第7項の規定により電気主任技

術者免状の交付を受けているとみなされる者（認

定された学校を卒業した者に対して卒業と同時に資格

を付与された制度） 

電電気気主主任任技技術術者者  
認定校の卒業証

明書等 

9 「工事整備対象設備等の

工事の補助者」として、

5年以上の実務経験を

有する者 

受験しようとする消防設備士試験の指定区分に係る

消防用設備等の工事の補助の経験が必要です。 
工工事事補補助助55年年  

実務経験証明書
（願書2枚目裏） 

10 その他、前2から9まで

に掲げる者に準ずるも

のとして消防庁長官が

定めた者 

 

 

大大学学等等卒卒  

卒業証書又は 

卒業証明書及び 

単位修得証明書
（学科等の名称が明

記されているもの） 

⑵ 学校教育法第104条に基づき、大学又は学位授

与機構により授与された、理学、工学、農学又は薬

学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記さ

れた「修士又は博士」の学位を有する者（外国にお

いて授与されたこれらに相当する学位を含む） 

博博（（修修））士士  

学位授与証明書、 

学位記、修了証書

又は修了証明書
（学位を取得してい

ることがわかるも

ので、専専攻攻分分野野のの名名

称称がが付付記記されたも

の） 

⑶ 専門学校卒業程度検定試験規程による専門学校

卒業程度検定試験の機械、電気、工業化学、土木又

は建築の部門に関する合格者 

専専検検合合格格者者  
検定試験合格証

明書 

⑷ 建設業法第27条の規定による管工事施工管理

の種目に係わる1級又は2級の技術検定に合格し

た者 

管管工工事事技技士士  
技術検定合格証

明書 

⑴ 次に掲げる学校において、機械、電気、工業化

学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて

卒業した者（学科名は、別表1「指定学科一覧表」 
（P.18～P.19）による。） 

これに該当しない場合は、別表2「授業科目一覧

表」（当センターホームページ）に示す授業科目を15単

位以上修得した者 

ア 外国に所在する学校で、日本における大学、

短期大学、高等専門学校（5年制）又は高等学校

に相当するもの 

イ 旧師範教育令による高等師範学校 

ウ 旧実業学校教員養成所規程による教員養成所
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 大大学学、、短短期期大大学学、、高高等等専専門門学学校校、、旧旧制制のの大大学学、、旧旧制制のの専専門門学学校校のの卒卒業業者者用用 
高高等等学学校校、、中中等等教教育育学学校校、、旧旧制制のの中中等等学学

校校のの卒卒業業者者用用 

テ 

鉄鋼冶金学科 電気系 電気化学科 電気科 電気化学科 

電気学科 電気機械工学科 電気工学科 電気技術科 電気工事科 

電気情報工学科 電気通信学科 電気電子工学科 電気情報科 電気通信科 

電気電子システム工学科 電機工学科 電子機械工学科 電気電子科 電子科 

電子機器工学課程 電子工学科 電子材料工学科 電子機械科 電子技術科 

電子情報学科 電子情報工学科 電子制御工学科 電子工学科 電子工業科 

電子通信学科 電子通信工学科 電子電気工学科 電子情報科 電子制御科 

電子物性工学科 電子理学科 電波通信学科 電子電気科 電波科 

ト 
都市工学科 土木建設工学科 土木工学科 都市工学科 土木科 

動力機械工学科   土木建築科  

ネ 燃料化学科 燃料工学科    

ノ 
農業機械学科 農業土木工学科  農業機械科 農業工学科 

   農業土木科  

ハ 舶用機械工学科 舶用機関科 反応化学科   

フ 物質化学工学科 物質工学科    

ム    無線通信科  

ヤ    冶金科  

ユ 有機材料工学科     

ヨ 溶接工学科   窯業科  

① 学科の名称にかえて「部門」、「類」、「系」又は「専攻」等の名称を用いるのは、学科又は課程とみなします。 

② 学科名等の下に「専攻」、「系」又は「コース」等の名称を用いるものは、学科と同等とみなします。 

③ 「工学科」、「学科」、「技術」又は「科」等の文字の有無により学科名の異なるものは、同学科名として取り

扱うものとします。 

④ ２種類以上の学科名称があり、その配列が逆のものについては、同等のものとみなします。 

（例）「制御機械工学科」⇒「機械制御工学科」の場合は、同等とみなします。 

⑤ 複数の学科の名称を総合したものについては、同等のものとみなします。 

（例）「電気情報工学科」＋「電気通信学科」⇒「電気情報通信工学科」の場合は、同等とみなします。 

⑥ 上記の名称を含む学科であっても、明らかに「機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する分野」と認められ

ないものは除きます。 

⑦ 例示の学科名に「総合」、「デザイン」等が加えられた学科や似ている学科名の場合は、受験資格として認めら

れないことがあります。 

 

 

 

備考 

 

 
指指定定学学科科一一覧覧表表（（例例示示））  

別別表表 11  

次の「学科」を修めて卒業した者は、「卒業証明書」又は「卒業証書」（いずれもコピー可）の提出で受験できます。 

 大大学学、、短短期期大大学学、、高高等等専専門門学学校校、、旧旧制制のの大大学学、、旧旧制制のの専専門門学学校校のの卒卒業業者者用用 
高高等等学学校校、、中中等等教教育育学学校校、、旧旧制制のの中中等等学学

校校のの卒卒業業者者用用 

ア 安全工学科     

エ 衛生工学科 エネルギー工学科 エネルギー機械工学科   

オ 
応用化学科 応用機械工学科 応用精密化学科   

応用電子工学科 応用反応化学科 応用理化学科   

カ 

開発学科 開発工学科 開発土木工学科 開発機械科 化学科 

海洋建築工学科 海洋土木開発工学科 海洋土木工学科 化学工学科 化学工業科 

環境化学科 環境計画工学科 環境建設工学科 環境工学科 環境土木科 

環境工学科 環境整備工学科 化学環境工学科   

化学機械学科 化学機械工学科 化学工学科   

化学工業科 画像応用工学科 画像工学科   

キ 

機械科 機械工学科 機械材料工学科 機械科 機械技術科 

機械システム工学科 機械システム工学課程 機械理学科 機械工学科 機械工作科 

機関科 機器工学科 基礎工学科 機械システム科 機械製図科 

機能機械学科 機能高分子学科 金属学科 機械電気科 機械電子科 

金属工学科   機関科 金属工業科 

ケ 

計測工学科 建設基礎工学科 建設工学科 計測科 計測工業科 

建設学科 建築学科 建築工学科 建設科 建設技術科 

建築工芸学科 建築設備工学科 原動機科 建設工学科 建設工業科 

原動機械科   建設システム科 建築科 

   建築土木科 原動機科 

   原動機械科  

コ 

工業化学科 高分子化学科 高分子工学科 工業科 工業化学科 

高分子材料工学科 交通機械学科 交通機械工学科 工業管理科 工業技術科 

交通工学科 光電機械工学科 光電工学科 工業計測科 高分子工学科 

構造工学科 構築工学科 合成化学科 航空車両整備科  

合成化学工学科     

サ 
産業機械工学科 材料工学科  材料技術科 材料システム科 

   産業技術科  

シ 

資源開発工学科 資源循環化学科 資源循環工学科 色染化学科 自動車科 

社会開発工学科 情報処理工学科 情報通信工学科 自動制御科 情報技術科 

情報電子工学科 情報工学科  情報システム科 情報電子科 

   情報通信科  

ス 水工土木工学科   水産工学科  

セ 

制御機械工学科 制御工学科 制御情報工学科 制御機械科 生産機械科 

生産機械工学科 生産工学科 生産精密工学科 生産システム科 精密機械科 

精密機械工学科 精密工学科 石油化学科 設備科 設備工業科 

設備工学科 繊維化学工学科 繊維機械学科 設備システム科 セラミック科 

繊維工学科 繊維工業化学科 繊維高分子工学科 繊維工学科 繊維システム科 

繊維システム工学科 船舶機関工学科    

ソ 造船学科   総合技術科 造船科 

チ    地質工学科  

ツ 通信工学科 通信材料工学科  通信工業科 通信工学科 
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 大大学学、、短短期期大大学学、、高高等等専専門門学学校校、、旧旧制制のの大大学学、、旧旧制制のの専専門門学学校校のの卒卒業業者者用用 
高高等等学学校校、、中中等等教教育育学学校校、、旧旧制制のの中中等等学学

校校のの卒卒業業者者用用 

テ 

鉄鋼冶金学科 電気系 電気化学科 電気科 電気化学科 

電気学科 電気機械工学科 電気工学科 電気技術科 電気工事科 

電気情報工学科 電気通信学科 電気電子工学科 電気情報科 電気通信科 

電気電子システム工学科 電機工学科 電子機械工学科 電気電子科 電子科 

電子機器工学課程 電子工学科 電子材料工学科 電子機械科 電子技術科 

電子情報学科 電子情報工学科 電子制御工学科 電子工学科 電子工業科 

電子通信学科 電子通信工学科 電子電気工学科 電子情報科 電子制御科 

電子物性工学科 電子理学科 電波通信学科 電子電気科 電波科 

ト 
都市工学科 土木建設工学科 土木工学科 都市工学科 土木科 

動力機械工学科   土木建築科  

ネ 燃料化学科 燃料工学科    

ノ 
農業機械学科 農業土木工学科  農業機械科 農業工学科 

   農業土木科  

ハ 舶用機械工学科 舶用機関科 反応化学科   

フ 物質化学工学科 物質工学科    

ム    無線通信科  

ヤ    冶金科  

ユ 有機材料工学科     

ヨ 溶接工学科   窯業科  

① 学科の名称にかえて「部門」、「類」、「系」又は「専攻」等の名称を用いるのは、学科又は課程とみなします。 

② 学科名等の下に「専攻」、「系」又は「コース」等の名称を用いるものは、学科と同等とみなします。 

③ 「工学科」、「学科」、「技術」又は「科」等の文字の有無により学科名の異なるものは、同学科名として取り

扱うものとします。 

④ ２種類以上の学科名称があり、その配列が逆のものについては、同等のものとみなします。 

（例）「制御機械工学科」⇒「機械制御工学科」の場合は、同等とみなします。 

⑤ 複数の学科の名称を総合したものについては、同等のものとみなします。 

（例）「電気情報工学科」＋「電気通信学科」⇒「電気情報通信工学科」の場合は、同等とみなします。 

⑥ 上記の名称を含む学科であっても、明らかに「機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する分野」と認められ

ないものは除きます。 

⑦ 例示の学科名に「総合」、「デザイン」等が加えられた学科や似ている学科名の場合は、受験資格として認めら

れないことがあります。 

 

 

 

備考 

 

 
指指定定学学科科一一覧覧表表（（例例示示））  

別別表表 11  

次の「学科」を修めて卒業した者は、「卒業証明書」又は「卒業証書」（いずれもコピー可）の提出で受験できます。 

 大大学学、、短短期期大大学学、、高高等等専専門門学学校校、、旧旧制制のの大大学学、、旧旧制制のの専専門門学学校校のの卒卒業業者者用用 
高高等等学学校校、、中中等等教教育育学学校校、、旧旧制制のの中中等等学学

校校のの卒卒業業者者用用 

ア 安全工学科     

エ 衛生工学科 エネルギー工学科 エネルギー機械工学科   

オ 
応用化学科 応用機械工学科 応用精密化学科   

応用電子工学科 応用反応化学科 応用理化学科   

カ 

開発学科 開発工学科 開発土木工学科 開発機械科 化学科 

海洋建築工学科 海洋土木開発工学科 海洋土木工学科 化学工学科 化学工業科 

環境化学科 環境計画工学科 環境建設工学科 環境工学科 環境土木科 

環境工学科 環境整備工学科 化学環境工学科   

化学機械学科 化学機械工学科 化学工学科   

化学工業科 画像応用工学科 画像工学科   

キ 

機械科 機械工学科 機械材料工学科 機械科 機械技術科 

機械システム工学科 機械システム工学課程 機械理学科 機械工学科 機械工作科 

機関科 機器工学科 基礎工学科 機械システム科 機械製図科 

機能機械学科 機能高分子学科 金属学科 機械電気科 機械電子科 

金属工学科   機関科 金属工業科 

ケ 

計測工学科 建設基礎工学科 建設工学科 計測科 計測工業科 

建設学科 建築学科 建築工学科 建設科 建設技術科 

建築工芸学科 建築設備工学科 原動機科 建設工学科 建設工業科 

原動機械科   建設システム科 建築科 

   建築土木科 原動機科 

   原動機械科  

コ 

工業化学科 高分子化学科 高分子工学科 工業科 工業化学科 

高分子材料工学科 交通機械学科 交通機械工学科 工業管理科 工業技術科 

交通工学科 光電機械工学科 光電工学科 工業計測科 高分子工学科 

構造工学科 構築工学科 合成化学科 航空車両整備科  

合成化学工学科     

サ 
産業機械工学科 材料工学科  材料技術科 材料システム科 

   産業技術科  

シ 

資源開発工学科 資源循環化学科 資源循環工学科 色染化学科 自動車科 

社会開発工学科 情報処理工学科 情報通信工学科 自動制御科 情報技術科 

情報電子工学科 情報工学科  情報システム科 情報電子科 

   情報通信科  

ス 水工土木工学科   水産工学科  

セ 

制御機械工学科 制御工学科 制御情報工学科 制御機械科 生産機械科 

生産機械工学科 生産工学科 生産精密工学科 生産システム科 精密機械科 

精密機械工学科 精密工学科 石油化学科 設備科 設備工業科 

設備工学科 繊維化学工学科 繊維機械学科 設備システム科 セラミック科 

繊維工学科 繊維工業化学科 繊維高分子工学科 繊維工学科 繊維システム科 

繊維システム工学科 船舶機関工学科    

ソ 造船学科   総合技術科 造船科 

チ    地質工学科  

ツ 通信工学科 通信材料工学科  通信工業科 通信工学科 
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